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条 例
奈良市行政組織条例の一部を改正する条例をここに公布
する。
平成28年12月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第38号

奈良市行政組織条例の一部を改正する条例
奈良市行政組織条例（平成13年奈良市条例第37号）の一
部を次のように改正する。

「福祉部
第１条中 を 子ども未来部 に改める。

健康医療部 」
第２条総合政策部の部分の第７号中「及び広聴」を削り、
同条総務部の部分の第４号中「公有財産の管理」を「広聴
」に改め、同条財務部の部分の第２号中「活用」を「管理
及び活用」に改め、同条市民生活部の部分中第２号及び第
３号を削り、第４号を第２号とし、第５号から第７号まで
を２号ずつ繰り上げ、同条保健福祉部の部分中「保健福祉
部」を「福祉部」に改め、同部分の第４号を削り、同条子
ども未来部の部分の次に次のように加える。
健康医療部
⑴ 保健所に関すること。
⑵ 医療に関すること。
⑶ 病院事業に関すること。
附 則

この条例は、平成29年４月１日から施行する。
（平成28年12月26日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市附属機関設置条例の一部を改正する条例をここに
公布する。
平成28年12月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第39号

奈良市附属機関設置条例の一部を改正する条例
奈良市附属機関設置条例（平成27年奈良市条例第１号）
の一部を次のように改正する。
別表市長の部に次のように加える。

附 則
この条例は、平成29年４月１日から施行する。

（平成28年12月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市実費弁償条例の一部を改正する条例をここに公布
する。
平成28年12月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
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子ども未来部」

奈良市地域公
共交通会議

地域における需要に応じ当該地域の住
民の生活に必要な旅客輸送の確保その
他の旅客の利便の増進を図るために必
要な事項の協議に関する事務



奈良市条例第40号
奈良市実費弁償条例の一部を改正する条例

奈良市実費弁償条例（昭和23年奈良市条例第52号）の一
部を次のように改正する。
第１条第４号中「第29条第１項」を「第35条第１項」に
改める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

（平成28年12月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市職員の退職手当に関する条例及び奈良市企業職員
の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
をここに公布する。
平成28年12月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第41号

奈良市職員の退職手当に関する条例及び奈良市企業
職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改
正する条例

（奈良市職員の退職手当に関する条例の一部改正）
第１条 奈良市職員の退職手当に関する条例（昭和59年奈
良市条例第６号）の一部を次のように改正する。
第12条第５項中「、その者が退職の際勤務していた当

該地方公共団体の事務を同法第５条第１項に規定する適
用事業と」を削り、「高年齢継続被保険者」を「高年齢
被保険者」に改め、同項第２号中「第37条の４第３項前
段」を「第37条の４第３項」に改め、同条第６項中「、
その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務
を同法第５条第１項に規定する適用事業と」を削り、「
高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同
条第８項中「又は広域求職活動費」を「又は求職活動支
援費」に改め、同項第６号を次のように改める。
⑹ 求職活動に伴い雇用保険法第59条第１項各号のい
ずれかに該当する行為をする者 同条第２項に規定
する求職活動支援費の額に相当する金額

第12条中第13項を第14項とし、第12項を第13項とし、
第11項の次に次の１項を加える。
12 第８項の規定は、第５項又は第６項の規定による退
職手当の支給を受けることができる者（第５項又は第
６項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、
当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算し
て１年を経過していないものを含む。）について準用
する。この場合において、第８項中「次の各号」とあ
るのは「第４号から第６号まで」と、「技能習得手当、
寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就
業促進手当」と読み替えるものとする。

（奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の
一部改正）
第２条 奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条
例（昭和41年奈良市条例第30号）の一部を次のように改
正する。

第13条第６項中「、その者が退職の際勤務していた当
該地方公営企業の事業を同法第５条第１項に規定する適
用事業と」を削り、「高年齢継続被保険者」を「高年齢
被保険者」に改め、同条第７項中「広域求職活動費」を
「求職活動支援費」に改め、同条に次の１項を加える。
８ 前項の規定は、第６項の規定による退職手当の支給
を受けることができる者（同項の規定により退職手当
の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係
る退職の日の翌日から起算して１年を経過していない
ものを含む。）について準用する。この場合において、
前項中「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促
進手当」とあるのは、「就業促進手当」と読み替える
ものとする。
附 則

（施行期日）
１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。
（経過措置）
２ 退職職員（退職した奈良市職員の退職手当に関する条
例第２条に規定する職員をいう。以下同じ。）であって、
退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事
務を雇用保険法（昭和49年法律第116号）第５条第１項
に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一
部を改正する法律（平成28年法律第17号）第２条の規定
による改正前の雇用保険法第６条第１号に掲げる者に該
当するものにつき、第１条の規定による改正後の奈良市
職員の退職手当に関する条例（以下「新条例」という。）
第12条第５項又は第６項の勤続期間を計算する場合にお
ける奈良市職員の退職手当に関する条例第８条の規定の
適用については、同条第１項中「在職期間」とあるのは
「在職期間（雇用保険法等の一部を改正する法律（平成
28年法律第17号）の施行の日（以下この項及び次項にお
いて「雇用保険法改正法施行日」という。）前の在職期
間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後
の職員としての引き続いた在職期間）」と、同条第２項
中「月数」とあるのは「月数（雇用保険法改正法施行日
前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法
施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数
（退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合に
あつては、零））」とする。
３ 新条例第12条第８項（第６号に係る部分に限り、同条
第12項において準用する場合を含む。）の規定は、退職
職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日（以下
「施行日」という。）以後に同号に規定する行為（当該
行為に関し、第１条の規定による改正前の奈良市職員の
退職手当に関する条例（以下この項及び第５項において
「旧条例」という。）第12条第８項第６号に掲げる広域
求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合に
おける当該行為を除く。）をしたもの（施行日前１年以
内に旧条例第12条第５項又は第６項の規定による退職手
当の支給を受けることができる者となった者であって施
行日以後に新条例第12条第５項又は第６項の規定による
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退職手当の支給を受けることができる者となっていない
ものを除く。）について適用し、退職職員であって施行
日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわた
る求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当す
る退職手当の支給については、なお従前の例による。
４ 新条例第12条第12項において準用する同条第８項（第
４号に係る部分に限る。）の規定は、退職職員であって
施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職
員であって施行日前に職業に就いたものに対する奈良市
職員の退職手当に関する条例第12条第８項第４号に掲げ
る就業促進手当に相当する退職手当の支給については、
なお従前の例による。
５ 施行日前に旧条例第12条第５項又は第６項の規定によ
る退職手当の支給を受けることができる者となった者（
施行日以後に新条例第12条第５項又は第６項の規定によ
る退職手当の支給を受けることができる者となった者を
除く。）に対する奈良市職員の退職手当に関する条例第
12条第８項第５号に掲げる移転費に相当する退職手当の
支給については、なお従前の例による。
６ 第２条の規定の施行に関し必要な経過措置については、
附則第２項から前項までの規定の例による。

（平成28年12月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。
平成28年12月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第42号

奈良市税条例等の一部を改正する条例
（奈良市税条例の一部改正）
第１条 奈良市税条例（昭和46年奈良市条例第12号）の一
部を次のように改正する。
第７条第１項中「不服申立て」を「審査請求」に、「

本条中」を「この条において」に改める。
第10条中「及び第２号」を「、第２号及び第５号」に、

「当該各号に掲げる」を「第１号から第４号までに掲げ
る期間並びに第５号及び第６号に定める日までの」に改
め、同条第２号中「第45条第１項の申告書（法第321条
の８第１項、第２項、第４項又は第19項の規定による申
告書に限る。）、」を削り、同条第３号中「第45条第１項
の申告書（法第321条の８第22項及び第23項の申告書を
除く。）、」を削り、同条に次の２号を加える。
⑸ 第45条第１項の申告書（法第321条の８第１項、
第２項、第４項又は第19項の規定による申告書に限
る。）に係る税額（次号に掲げるものを除く。） 当
該税額に係る納期限の翌日から１月を経過する日

⑹ 第45条第１項の申告書（法第321条の８第22項及
び第23項の申告書を除く。）でその提出期限後に提
出したものに係る税額 当該提出した日又はその日
の翌日から１月を経過する日
第36条第１項中「規定によつて」を「規定により」に、

「においては、すでに」を「には、既に」に、「次項」

を「この条」に、「総称する」を「いう」に改め、同条
第２項中「次項」の次に「及び第４項」を加え、同条第
３項中「又は賦課」を「、又は賦課」に、「第１項に」
を「同項に」に改め、同条に次の１項を加える。
４ 第２項の場合において、所得税の納税義務者が修正
申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正（
納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類す
るものを含む。以下この項において「増額更正」とい
う。）をしたとき（国の税務官署が所得税の更正（納
付すべき税額を減少させるものに限り、これに類する
ものを含む。以下この項において「減額更正」とい
う。）をしたことに基因して、第１項の規定によりそ
の賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が
増加したときに限る。）は、その追徴すべき不足税額
（当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に
基因して変更した税額を控除した金額（還付金の額に
相当する税額を含む。）に達するまでの部分に相当す
る税額に限る。以下この項において同じ。）について
は、次に掲げる期間（令第48条の９の９第４項各号に
掲げる市民税にあつては、第１号に掲げる期間に限る。
）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
⑴ 第33条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因
して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日
までの期間
⑵ 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税
通知書が発せられた日（当該減額更正が更正の請求
に基づくものである場合には、同日の翌日から起算
して１年を経過する日）の翌日から増額更正に基因
して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日
までの期間
第45条第３項及び第４項中「の申告書」を「に規定す
る申告書」に、「場合で当該」を「場合において、当該」
に改め、同条中第６項を第７項とし、第５項を第６項と
し、第４項の次に次の１項を加える。
５ 第３項の場合において、法第321条の８第22項に規
定する申告書（以下この項において「修正申告書」と
いう。）の提出があつたとき（当該修正申告書に係る
市民税について同条第１項、第２項、第４項又は第19
項に規定する申告書（以下この項において「当初申告
書」という。）が提出されており、かつ、当該当初申
告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正
（これに類するものを含む。以下この項において「減
額更正」という。）があつた後に、当該修正申告書が
提出されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出
により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税額（
還付金の額に相当する税額を含む。）に達するまでの
部分に相当する税額に限る。）については、次に掲げ
る期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた
法人が法第321条の11第１項又は第３項の規定による
更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に
係る市民税又は令第48条の16の２第３項に規定する市
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民税にあつては、第１号に掲げる期間に限る。）を延
滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
⑴ 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納
付があつた日（その日が当該申告に係る市民税の納
期限より前である場合には、当該納期限）の翌日か
ら当該減額更正の通知をした日までの期間

⑵ 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、
更正の請求に基づくもの（法人税に係る更正による
ものを除く。）である場合又は法人税に係る更正（
法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。）に
よるものである場合には、当該減額更正の通知をし
た日の翌日から起算して１年を経過する日）の翌日
から当該修正申告書を提出した日（法第321条の８
第23項の規定の適用がある場合において、当該修正
申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該
修正申告書の提出期限）までの期間

第46条第２項中「についても同条第１項」を「がある
場合には、同条第１項」に、「によるものとする。なお」
を「とし」に、「ときは」を「場合には」に改め、同条
第３項中「の申告書」を「に規定する申告書」に、「場
合にあつては」を「場合には」に改め、「受けたこと」
の次に「。次項第２号において同じ。」を加え、同条に
次の１項を加える。
４ 第２項の場合において、法第321条の８第22項に規
定する申告書（以下この項において「修正申告書」と
いう。）の提出があつたとき（当該修正申告書に係る
市民税について同条第１項、第２項、第４項又は第19
項に規定する申告書（以下この項において「当初申告
書」という。）が提出されており、かつ、当該当初申
告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正
（これに類するものを含む。以下この項において「減
額更正」という。）があつた後に、当該修正申告書が
提出されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出
により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税額（
還付金の額に相当する税額を含む。）に達するまでの
部分に相当する税額に限る。）については、次に掲げ
る期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた
法人が提出した修正申告書に係る市民税又は令第48条
の15の５第３項に規定する市民税にあつては、第１号
に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎となる
期間から控除する。
⑴ 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納
付があつた日（その日が当該申告に係る市民税の納
期限より前である場合には、当該納期限）の翌日か
ら当該減額更正の通知をした日までの期間

⑵ 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、
更正の請求に基づくもの（法人税に係る更正による
ものを除く。）である場合又は法人税に係る更正
（法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。）
によるものである場合には、当該減額更正の通知を
した日の翌日から起算して１年を経過する日）の翌

日から当該修正申告書に係る更正の通知をした日ま
での期間
第62条中「又は第12号の固定資産」を「若しくは第12
号の固定資産又は同項第16号の固定資産（独立行政法人
労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所にお
いて直接教育の用に供するものに限る。）」に、「独立行
政法人労働者健康福祉機構」を「独立行政法人労働者健
康安全機構」に改める。
第65条中「又は第12号」を「、第12号又は第16号」に
改める。
第159条第２項中「第23項、第24項」を「第22項から

第24項まで」に、「又は第30項から第33項まで」を「か
ら第31項まで、第33項又は第34項」に改める。
附則第６条を次のように改める。
（特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費
控除の特例）
第６条 平成30年度から平成34年度までの各年度分の個
人の市民税に限り、法附則第４条の４第３項の規定に
該当する場合における第21条の規定による控除につい
ては、その者の選択により、同条中「同条第１項」と
あるのは「同条第１項（第２号を除く。）」と、「まで」
とあるのは「まで並びに法附則第４条の４第３項の規
定により読み替えて適用される法第314条の２第１項
（第２号に係る部分に限る。）」として、同条の規定を
適用することができる。
附則第10条の２第４項中「附則第15条第２項第６号」
を「附則第15条第２項第７号」に改め、同条中第10項を
第11項とし、第７項から第９項までを１項ずつ繰り下げ、
第６項の次に次の１項を加える。
７ 法附則第15条第33項第１号イに規定する設備につい
て同号に規定する市町村の条例で定める割合は３分の
２とする。
附則第10条の３第９項第５号中「費用」の次に「及び
令附則第12条第36項に規定する補助金等」を加える。
附則第28条の３の２第１項中「同法」を「租税条約等
実施特例法」に改め、同条第２項第１号中「附則第28条
の３の２第１項」を「附則第28条の３の３第１項」に改
め、同項第２号中「、附則第７条第１項、附則第７条の
３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「並びに附
則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２
第１項」に、「附則第28条の３の２第１項」を「附則第
28条の３の３第１項」に改め、同項第３号中「附則第28
条の３の２第１項」を「附則第28条の３の３第１項」に、
「特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」を「特定
給付補塡金等に係る雑所得等の金額」に改め、同項第４
号中「附則第28条の３の２第１項」を「附則第28条の３
の３第１項」に改め、同条第３項中「第19条及び」を「
同条及び」に、「同法」を「租税条約等実施特例法」に
改め、同条第５項第１号中「附則第28条の３の２第３項
」を「附則第28条の３の３第３項後段」に改め、同項第
２号中「、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及
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び附則第７条の３の２第１項」を「並びに附則第７条第
１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」に、
「附則第28条の３の２第３項」を「附則第28条の３の３
第３項後段」に改め、「、第25条の２第１項中「第19条
第４項」とあるのは「附則第28条の３の２第４項」と」
を削り、同項第３号中「附則第28条の３の２第３項」を
「附則第28条の３の３第３項後段」に、「又は配当所得」
を「若しくは配当所得」に改め、同項第４号中「附則第
28条の３の２第３項」を「附則第28条の３の３第３項後
段」に改め、同条第６項中「附則第28条の３の２第３項
」を「附則第28条の３の３第３項前段」に改め、同条を
附則第28条の３の３とし、附則第２８条の３の次に次の
１条を加える。
（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市
民税の課税の特例）

第28条の３の２ 所得割の納税義務者が支払を受けるべ
き外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税
等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号。
以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）第８
条第２項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所
得相互免除法第12条第５項に規定する特例適用利子等
又は外国居住者等所得相互免除法第16条第２項に規定
する特例適用利子等については、第19条及び第22条の
規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の
外国居住者等所得相互免除法第８条第２項（外国居住
者等所得相互免除法第12条第５項及び第16条第２項に
おいて準用する場合を含む。）に規定する特例適用利
子等の額（以下この項において「特例適用利子等の額
」という。）に対し、特例適用利子等の額（次項第１
号の規定により読み替えられた第21条の規定の適用が
ある場合には、その適用後の金額）に100分の３の税
率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を
課する。

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるとこ
ろによる。
⑴ 第21条の規定の適用については、同条中「総所得
金額」とあるのは、「総所得金額、附則第28条の３
の２第１項に規定する特例適用利子等の額」とする。

⑵ 第24条から第25条まで、第25条の２第１項並びに
附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の
３の２第１項の規定の適用については、第24条中「
所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第28
条の３の２第１項の規定による市民税の所得割の額
」と、第24条の２第１項前段、第25条、第25条の２
第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項
及び第７条の３の２第１項中「所得割の額」とある
のは「所得割の額並びに附則第28条の３の２第１項
の規定による市民税の所得割の額」と、第24条の２
第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の
額及び附則第28条の３の２第１項の規定による市民
税の所得割の額の合計額」とする。

⑶ 第26条の規定の適用については、同条中「又は山
林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又
は附則第28条の３の２第１項に規定する特例適用利
子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるの
は「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の
所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に
関する法律（昭和37年法律第144号）第７条第10項
（同法第11条第８項及び第15条第14項において準用
する場合を含む。）に規定する特定対象利子に係る
利子所得の金額、同法第７条第12項（同法第11条第
９項及び第15条第15項において準用する場合を含
む。）に規定する特定対象収益分配に係る配当所得
の金額、同法第７条第16項（同法第11条第11項及び
第15条第17項において準用する場合を含む。）に規
定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若し
くは同法第７条第18項（同法第11条第12項及び第15
条第18項において準用する場合を含む。）に規定す
る特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額」と
する。
⑷ 附則第５条の規定の適用については、同条第１項
中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並び
に附則第28条の３の２第１項に規定する特例適用利
子等の額」と、同条第２項中「所得割の額」とある
のは「所得割の額並びに附則第28条の３の２第１項
の規定による市民税の所得割の額」とする。

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者
等所得相互免除法第８条第４項に規定する特例適用配
当等、外国居住者等所得相互免除法第12条第６項に規
定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除
法第16条第３項に規定する特例適用配当等（次項にお
いて「特例適用配当等」という。）については、第19
条第３項及び第４項の規定は適用しない。この場合に
おいて、当該特例適用配当等については、同条及び第
22条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前
年中の外国居住者等所得相互免除法第８条第４項（外
国居住者等所得相互免除法第12条第６項及び第16条第
３項において準用する場合を含む。）に規定する特例
適用配当等の額（以下この項において「特例適用配当
等の額」という。）に対し、特例適用配当等の額（第
５項第１号の規定により読み替えられた第21条の規定
の適用がある場合には、その適用後の金額）に100分
の３の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の
所得割を課する。
４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生
じた年の翌年の４月１日の属する年度分の第28条第１
項の規定による申告書（その提出期限までに提出され
たもの及びその提出期限後において市民税の納税通知
書が送達される時までに提出されたものに限り、その
時までに提出された第29条第１項に規定する確定申告
書を含む。）に前項後段の規定の適用を受けようとす
る旨の記載があるとき（これらの申告書にその記載が
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ないことについてやむを得ない理由があると市長が認
めるときを含む。）に限り、適用する。

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定め
るところによる。
⑴ 第21条の規定の適用については、同条中「総所得
金額」とあるのは、「総所得金額、附則第28条の３
の２第３項後段に規定する特例適用配当等の額」と
する。

⑵ 第24条から第25条まで、第25条の２第１項並びに
附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の
３の２第１項の規定の適用については、第24条中「
所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第28
条の３の２第３項後段の規定による市民税の所得割
の額」と、第24条の２第１項前段、第25条、第25条
の２第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第
１項及び第７条の３の２第１項中「所得割の額」と
あるのは「所得割の額並びに附則第28条の３の２第
３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第
24条の２第１項後段中「所得割の額」とあるのは
「所得割の額及び附則第28条の３の２第３項後段の
規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

⑶ 第26条の規定の適用については、同条中「又は山
林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又
は附則第28条の３の２第３項後段に規定する特例適
用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあ
るのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者
等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税
等に関する法律（昭和37年法律第144号）第７条第
14項（同法第11条第10項及び第15条第16項において
準用する場合を含む。）に規定する申告不要特定対
象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の
金額」とする。

⑷ 附則第５条の規定の適用については、同条第１項
中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並び
に附則第28条の３の２第３項後段に規定する特例適
用配当等の額」と、同条第２項中「所得割の額」と
あるのは「所得割の額並びに附則第28条の３の２第
３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

附則第29条、第30条及び第32条中「第20項」を「第19
項」に改める。
附則第35条中「若しくは第42項」を「、第42項若しく

は第45項」に、「第30項から第33項まで」を「第34項」
に改める。
（奈良市税条例の一部を改正する条例の一部改正）
第２条 奈良市税条例の一部を改正する条例（平成27年奈
良市条例第37号）の一部を次のように改正する。
附則第５条第７項中「、新条例」を「、奈良市税条例

」に、「掲げる新条例」を「掲げる同条例」に改め、同
項の表第10条第３号の項中「第45条第１項の申告書（法
第321条の８第22項及び第23項の申告書を除く。）、」を削
る。

（奈良市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する
条例の一部改正）
第３条 奈良市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正
する条例（平成28年奈良市条例第12号）の一部を次のよ
うに改正する。
附則第２項中「平成28年度以後の年度分の固定資産税
に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された
価格に係る審査の申出」を「平成28年４月１日以後に地
方税法（昭和25年法律第226号）第411条第２項の規定に
よる公示若しくは同法第419条第３項の規定による公示
（同法第420条の更正に基づく納税通知書の交付がされ
た場合には当該納税通知書の交付）又は同法第417条第
１項後段の規定による通知（以下この項において「公示
等」という。）がされる場合」に、「平成27年度までの固
定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登
録された価格に係る審査の申出（申出期間の初日が平成
28年４月１日以後である審査の申出を除く。）」を「同日
前に公示等がされた場合」に改める。

附 則
（施行期日）
第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次
の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す
る。
⑴ 第１条中奈良市税条例第10条、第36条、第45条及び
第46条の改正規定並びに附則第28条の３の２の改正規
定及び同条を附則第28条の３の３とし、附則第28条の
３の次に１条を加える改正規定並びに第２条の規定並
びに次条第１項、第３項及び第４項の規定 平成29年
１月１日
⑵ 第１条中奈良市税条例附則第６条の改正規定及び次
条第２項の規定 平成30年１月１日
（市民税に関する経過措置）
第２条 第１条の規定による改正後の奈良市税条例（以下
「新条例」という。）第36条第４項の規定は、前条第１
号に掲げる規定の施行の日以後に新条例第36条第２項に
規定する納期限が到来する個人の市民税に係る延滞金に
ついて適用する。
２ 新条例附則第６条の規定は、平成30年度以後の年度分
の個人の市民税について適用する。
３ 新条例第45条第５項及び第46条第４項の規定は、前条
第１号に掲げる規定の施行の日以後に新条例第45条第３
項又は第46条第２項に規定する納期限が到来する法人の
市民税に係る延滞金について適用する。
４ 新条例附則第28条の３の２の規定は、平成29年１月１
日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する
相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和
37年法律第144号）第８条第２項に規定する特例適用利
子等、同法第12条第５項に規定する特例適用利子等若し
くは同法第16条第２項に規定する特例適用利子等又は同
法第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第12条
第６項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第
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３項に規定する特例適用配当等に係る個人の市民税につ
いて適用する。
（固定資産税に関する経過措置）
第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固
定資産税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の固
定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産
税については、なお従前の例による。
２ 新条例附則第10条の２第７項の規定は、平成28年４月
１日以後に新たに取得される地方税法等の一部を改正す
る等の法律（平成28年法律第13号）第１条の規定による
改正後の地方税法（昭和25年法律第226号。次項におい
て「新法」という。）附則第15条第33項第１号イに規定
する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定
資産税について適用する。
３ 新条例附則第10条の３第９項第５号の規定は、平成28
年４月１日以後に改修される新法附則第15条の９第９項
に規定する熱損失防止改修住宅又は同条第10項に規定す
る区分所有に係る家屋に対して課する平成29年度以後の
年度分の固定資産税について適用する。
（都市計画税に関する経過措置）
第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都
市計画税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の都
市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画
税については、なお従前の例による。

（平成28年12月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市立こども園設置条例等の一部を改正する条例をこ
こに公布する。
平成28年12月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第43号

奈良市立こども園設置条例等の一部を改正する条例
（奈良市立こども園設置条例の一部改正）
第１条 奈良市立こども園設置条例（平成26年奈良市条例
第52号）の一部を次のように改正する。
第２条の表に次のように加える。

（奈良市立保育所設置条例の一部改正）
第２条 奈良市立保育所設置条例（平成17年奈良市条例第
26号）の一部を次のように改正する。
第２条の表高円保育園の項及び神功保育園の項を削る。

（奈良市立学校設置条例の一部改正）
第３条 奈良市立学校設置条例（昭和39年奈良市条例第16
号）の一部を次のように改正する。

第２条の表幼稚園の部奈良市立東市幼稚園の項、奈良
市立鶴舞幼稚園の項、奈良市立田原幼稚園の項、奈良市
立右京幼稚園の項、奈良市立神功幼稚園の項及び奈良市
立鼓阪北幼稚園の項を削る。

附 則
この条例は、平成29年４月１日から施行する。

（平成28年12月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市放課後児童健全育成事業施設条例の一部を改正す
る条例をここに公布する。
平成28年12月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第44号

奈良市放課後児童健全育成事業施設条例の一部を改
正する条例

奈良市放課後児童健全育成事業施設条例（平成15年奈良
市条例第９号）の一部を次のように改正する。
別表並松バンビーホームの項、吐山バンビーホームの項
及び六郷バンビーホームの項を削る。

附 則
この条例は、平成29年４月１日から施行する。

（平成28年12月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の
定数に関する条例をここに公布する。
平成28年12月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第45号

奈良市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委
員の定数に関する条例

（趣旨）
第１条 この条例は、農業委員会等に関する法律（昭和26
年法律第88号）第８条第２項及び第18条第２項の規定に
基づき、奈良市農業委員会の委員（以下「農業委員」と
いう。）及び農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」
という。）の定数を定めるものとする。
（農業委員の定数）
第２条 農業委員の定数は、19人とする。
（推進委員の定数）
第３条 推進委員の定数は、18人とする。

附 則
（施行期日）
１ この条例は、公布の日から施行する。
（奈良市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条
例等の廃止）
２ 次に掲げる条例は、廃止する。
⑴ 奈良市農業委員会の選挙による委員の定数に関する
条例（昭和35年奈良市条例第13号）
⑵ 奈良市農業委員会の委員の選挙区に関する条例（昭
和41年奈良市条例第10号）
⑶ 奈良市農業委員会の部会を構成する委員の定数を定
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奈良市立高円
こども園 奈良市古市町1249番地 160人

奈良市立神功
こども園

奈良市神功四丁目13番地の
１・奈良市神功四丁目25番
地の３

230人

奈良市立鶴舞
こども園 奈良市鶴舞東町２番１号 70人



める条例（昭和35年奈良市条例第22号）
（経過措置）
３ この条例は、農業委員会等に関する法律第８条第１項
の規定により任命される農業委員の定数について適用し、
この条例の施行の際現に在任する農業委員が農業協同組
合法等の一部を改正する等の法律（平成27年法律第63号
）附則第29条第２項の規定により在任する間は、前項の
規定による廃止前の奈良市農業委員会の選挙による委員
の定数に関する条例及び奈良市農業委員会の部会を構成
する委員の定数を定める条例の規定は、なおその効力を
有する。
（奈良市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）
４ 奈良市報酬及び費用弁償に関する条例（昭和27年奈良
市条例第30号）の一部を次のように改正する。
別表第１農業委員会の項の次に次のように加える。

（平成28年12月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市特産品等直売施設条例の一部を改正する条例をこ
こに公布する。
平成28年12月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第46号

奈良市特産品等直売施設条例の一部を改正する条例
奈良市特産品等直売施設条例（平成17年奈良市条例第44
号）の一部を次のように改正する。
第３条及び第４条を次のように改める。
（事業）
第３条 直売施設においては、次に掲げる事業を行う。
⑴ 地域の農林産物、加工品、工芸品等の販売に関する
こと。

⑵ 観光情報及び地域情報の発信に関すること。
⑶ その他直売施設の設置目的を達成するために必要な
事業

（指定管理者）
第４条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２
第３項の規定に基づき、次に掲げる直売施設の管理に関
する業務を同項に規定する指定管理者（以下「指定管理
者」という。）に行わせるものとする。
⑴ 前条に規定する事業の実施に関すること。
⑵ 直売施設の利用制限に関すること。
⑶ 直売施設の施設及び附属設備（以下「施設等」とい
う。）の維持管理に関すること。

⑷ その他市長が定めること。
２ 指定管理者は、この条例及び市長が別に定めるところ
により、直売施設を管理しなければならない。
第８条を第10条とする。
第７条第１項中「き損」を「毀損」に改め、同条を第９
条とする。
第６条を第８条とする。

第５条第１号中「き損」を「毀損」に改め、同条を第７
条とする。
第４条の次に次の２条を加える。
（開館時間）
第５条 直売施設の開館時間は、午前８時から午後６時ま
でとする。
２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要がある
と認める場合は、あらかじめ市長の承認を得て、開館時
間を変更することができる。
（休館日）
第６条 直売施設の休館日は、次のとおりとする。
⑴ 第１及び第３火曜日（その日が国民の祝日に関する
法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下
「休日」という。）に当たるときは、その日後におい
て、その日に最も近い休日でない日）
⑵ ６月及び12月の第１火曜日の翌日
⑶ 12月30日から翌年１月１日まで
２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要がある
と認める場合は、あらかじめ市長の承認を得て、休館日
を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することが
できる。

附 則
この条例は、平成29年４月１日から施行する。

（平成28年12月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市農林水産物直売・食材供給施設条例の一部を改正
する条例をここに公布する。
平成28年12月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第47号

奈良市農林水産物直売・食材供給施設条例の一部を
改正する条例

奈良市農林水産物直売・食材供給施設条例（平成17年奈
良市条例第48号）の一部を次のように改正する。
第３条を次のように改める。
（事業）
第３条 直売施設においては、次に掲げる事業を行う。
⑴ 地域の農林水産物、加工品、工芸品等の販売及び地
域の食材を利用した郷土料理等の提供に関すること。
⑵ 利用者への休息の場の提供並びに観光情報及び地域
情報の発信に関すること。
⑶ その他直売施設の設置目的を達成するために必要な
事業
第７条を第10条とする。
第６条第１項中「き損」を「毀損」に改め、同条を第９
条とする。
第５条を第８条とする。
第４条第１号中「き損」を「毀損」に改め、同条を第７
条とする。
第３条の次に次の３条を加える。
（指定管理者）
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第４条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２
第３項の規定に基づき、次に掲げる直売施設の管理に関
する業務を同項に規定する指定管理者（以下「指定管理
者」という。）に行わせるものとする。
⑴ 前条に規定する事業の実施に関すること。
⑵ 直売施設の利用制限に関すること。
⑶ 直売施設の施設及び附属設備（以下「施設等」とい
う。）の維持管理に関すること。

⑷ その他市長が定めること。
２ 指定管理者は、この条例及び市長が別に定めるところ
により、直売施設を管理しなければならない。
（開館時間）
第５条 直売施設の開館時間は、午前８時から午後６時ま
でとする。
２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要がある
と認める場合は、あらかじめ市長の承認を得て、開館時
間を変更することができる。
（休館日）
第６条 直売施設の休館日は、次のとおりとする。
⑴ 木曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和23
年法律第178号）に規定する休日に当たるときを除
く。）

⑵ 12月28日から翌年１月４日まで
２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要がある
と認める場合は、あらかじめ市長の承認を得て、休館日
を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することが
できる。
附 則

この条例は、平成29年４月１日から施行する。
（平成28年12月26日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市火災予防条例の一部を改正する条例をここに公布
する。
平成28年12月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第48号

奈良市火災予防条例の一部を改正する条例
奈良市火災予防条例（昭和37年奈良市条例第12号）の一
部を次のように改正する。
第59条の次に次の１条を加える。
（防火対象物の違反状況の公表）
第59条の２ 消防長は、防火対象物を利用しようとする者
の防火安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消
防用設備等の状況が法若しくはこれに基づく命令又はこ
の条例の規定に違反する場合は、その旨を公表すること
ができる。
２ 消防長は、前項の規定による公表をしようとするとき
は、当該防火対象物の管理について権原を有する者又は
当該防火対象物の関係者にその旨を通知するものとする。
３ 第１項の規定による公表の対象となる防火対象物及び
違反の内容並びに公表の手続は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成29年４月１日から施行する。

（平成28年12月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市立学校設置条例の一部を改正する条例をここに公
布する。
平成28年12月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第49号

奈良市立学校設置条例の一部を改正する条例
奈良市立学校設置条例（昭和39年奈良市条例第16号）の
一部を次のように改正する。
第２条の表小学校の部奈良市立月ヶ瀬小学校の項中「奈
良市月ヶ瀬尾山2,350番地の１」を「奈良市月ヶ瀬尾山2,
551番地」に改め、同部奈良市立並松小学校の項、奈良市
立吐山小学校の項及び奈良市立六郷小学校の項を削る。

附 則
この条例は、平成29年４月１日から施行する。

（平成28年12月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する
条例をここに公布する。
平成28年12月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第50号

奈良市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正
する条例

奈良市病院事業の設置等に関する条例（平成15年奈良市
条例第47号）の一部を次のように改正する。
第４条第２項中第27号を第28号とし、第17号から第26号
までを１号ずつ繰り下げ、第16号の次に次の１号を加える。
⒄ 精神科

附 則
この条例は、平成29年２月１日から施行する。

（平成28年12月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の
額並びにその支給に関する条例等の一部を改正する条例を
ここに公布する。
平成28年12月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第51号

奈良市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手
当の額並びにその支給に関する条例等の一部を改正
する条例

（奈良市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当
の額並びにその支給に関する条例の一部改正）
第１条 奈良市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末
手当の額並びにその支給に関する条例（平成20年奈良市
条例第36号）の一部を次のように改正する。
第５条第２項中「100分の165」を「100分の175」に改
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める。
第２条 奈良市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末
手当の額並びにその支給に関する条例の一部を次のよう
に改正する。
第５条第２項中「100分の150」を「100分の155」に、

「100分の175」を「100分の170」に改める。
（奈良市特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正
）
第３条 次に掲げる条例の規定中「100分の165」を「100
分の175」に改める。
⑴ 奈良市特別職の職員の給与に関する条例（昭和27年
奈良市条例第29号）第６条

⑵ 教育長の給与に関する条例（昭和45年奈良市条例第
８号）第５条

⑶ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を
改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条
例（平成27年奈良市条例第５号）附則第５項の規定に
よりなおその効力を有するものとされる同条例第４条
の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他
の勤務条件に関する条例（昭和45年奈良市条例第８号
）第５条

⑷ 奈良市常勤の監査委員の給与に関する条例（平成４
年奈良市条例第２号）第６条

⑸ 奈良市公営企業管理者の給与に関する条例（昭和41
年奈良市条例第29号）第５条

第４条 次に掲げる条例の規定中「100分の150」を「100
分の155」に、「100分の175」を「100分の170」に改める。
⑴ 奈良市特別職の職員の給与に関する条例第６条
⑵ 教育長の給与に関する条例第５条
⑶ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を
改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条
例附則第５項の規定によりなおその効力を有するもの
とされる同条例第４条の規定による改正前の教育長の
給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第５条

⑷ 奈良市常勤の監査委員の給与に関する条例第６条
⑸ 奈良市公営企業管理者の給与に関する条例第５条
附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条
及び第４条の規定は、平成29年４月１日から施行する。
２ 第１条の規定による改正後の奈良市議会の議員の議員
報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給に関す
る条例の規定（以下「改正後の議員条例の規定」とい
う。）及び第３条の規定による改正後の同条各号に掲げ
る条例の規定（以下これらを「改正後の特別職条例等の
規定」という。）は、平成28年12月１日から適用する。
（給与の内払）
３ 改正後の議員条例の規定又は改正後の特別職条例等の
規定を適用する場合においては、第１条の規定による改
正前の奈良市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末
手当の額並びにその支給に関する条例の規定又は第３条
の規定による改正前の同条各号に掲げる条例の規定に基
づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員条例の
規定又は改正後の特別職条例等の規定による給与の内払
とみなす。

（平成28年12月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市一般職の職員の給与に関する条例及び奈良市一般
職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部
を改正する条例をここに公布する。
平成28年12月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第52号

奈良市一般職の職員の給与に関する条例及び奈良市
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する
条例の一部を改正する条例

（奈良市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正）
第１条 奈良市一般職の職員の給与に関する条例（昭和32
年奈良市条例第21号）の一部を次のように改正する。
第25条第２項中「掲げる額」を「定める額」に改め、
同項第１号中「100分の80」を「100分の90」に改め、同
項第２号中「100分の37.5」を「100分の42.5」に改める。
附則第21項中「100分の1.2」を「100分の1.35」に、

「100分の80」を「100分の90」に改める。
別表を次のように改める。
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第２条 奈良市一般職の職員の給与に関する条例の一部を
次のように改正する。
第25条第２項第１号中「100分の90」を「100分の85」

に改め、同項第２号中「100分の42.5」を「100分の40」
に改める。
附則第21項中「100分の1.35」を「100分の1.275」に、

「100分の90」を「100分の85」に改める。
（奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関
する条例の一部改正）
第３条 奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例
に関する条例（平成24年奈良市条例第９号）の一部を次
のように改正する。
第５条第１項の表中「371,000」を「372,000」に、

「419,000」を「420,000」に改める。
第６条第２項中「100分の157.5」を「100分の167.5」

に改める。
第４条 奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例
に関する条例の一部を次のように改正する。
第６条第２項中「100分の167.5」を「100分の162.5」

に改める。
附 則

（施行期日等）
１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条
及び第４条の規定は、平成29年４月１日から施行する。
２ 第１条の規定による改正後の奈良市一般職の職員の給
与に関する条例（以下「改正後の給与条例」という。）
別表の規定及び第３条の規定による改正後の奈良市一般
職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（以
下「改正後の任期付職員条例」という。）第５条第１項
の表の規定は平成28年４月１日から、改正後の給与条例
第25条第２項及び附則第21項の規定並びに改正後の任期
付職員条例第６条第２項の規定は同年12月１日から適用
する。
（給与の内払）
３ 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定
を適用する場合においては、第１条の規定による改正前
の奈良市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づ
いて支給された給与（奈良市一般職の職員の給与に関す
る条例等の一部を改正する条例（平成26年奈良市条例第
68号。以下「平成26年改正条例」という。）附則第７項
から第９項までの規定に基づいて支給された給料を含

む。）又は第３条の規定による改正前の奈良市一般職の
任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に
基づいて支給された給与（平成26年改正条例附則第７項
から第９項までの規定に基づいて支給された給料を含む。
）は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与（平
成26年改正条例附則第７項から第９項までの規定による
給料を含む。）又は改正後の任期付職員条例の規定によ
る給与（平成26年改正条例附則第７項から第９項までの
規定による給料を含む。）の内払とみなす。
（委任）
４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要
な事項は、市長が定める。

（平成28年12月26日掲示済）

規 則
奈良市一時預かりの実施に関する規則の一部を改正する
規則をここに公布する。
平成28年12月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第63号

奈良市一時預かりの実施に関する規則の一部を改正
する規則

奈良市一時預かりの実施に関する規則（平成27年奈良市
規則第８号）の一部を次のように改正する。
第10条を第11条とし、第９条の次に次の１条を加える。
（実施の特例）
第10条 第２条の規定にかかわらず、市長が必要と認めた
場合は、こども園において一時預かりＡを実施すること
ができる。この場合における第６条第１項ただし書及び
別記第２号様式の規定の適用については、同項ただし書
中「奈良市立学校の管理運営に関する規則（昭和32年奈
良市教育委員会規則第２号）第52条」とあるのは「奈良
市立こども園の管理運営に関する規則（平成27年奈良市
規則第６号）第５条第１項」と、「、春期休業日及び幼
稚園創立記念日」とあるのは「及び春期休業日」と、同
様式中「奈良市立幼稚園」とあるのは「奈良市立こども
園」とする。

附 則
（施行期日）
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１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈
良市一時預かりの実施に関する規則別記第２号様式の規
定に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調
整をして使用することができる。

（平成28年12月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市精神障害者医療費助成事業実施規則の一部を改正
する規則をここに公布する。
平成28年12月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第64号

奈良市精神障害者医療費助成事業実施規則の一部を
改正する規則

奈良市精神障害者医療費助成事業実施規則（平成27年奈
良市規則第92号）の一部を次のように改正する。
第４条第２号中「１級」の次に「又は２級」を加える。
第６条第１号中「第１条の２第３号に規定する就学児（
以下「就学児」という。）を除く」を「第１条の２第２号
に規定する乳幼児に限る」に改める。
第16条第２号中「１級」の次に「又は２級」を加える。
第29条第１号中「同条例第１条の２第２号に規定する乳
幼児又は同条第４号に規定する児童（以下「児童」とい
う。）で外来療養に係る助成を受けているもの及び就学児
のうち児童を除くもの」を「外来療養に係る助成を受けて
いる者」に改める。
別記第１号様式を次のように改める。
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第１号様式（第８条、第10条関係）
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別記第４号様式を次のように改める。
第４号様式（第11条関係）
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別記第７号様式及び第８号様式を次のように改める。
第７号様式（第15条関係）
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第８号様式（第20条関係）
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別記第11号様式を次のように改める。
第11号様式（第26条関係）
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附 則
（施行期日）
１ この規則は、平成29年１月１日から施行する。ただし、
第６条第１号及び第29条第１号の改正規定は、公布の日
から施行する。
（経過措置）
２ この規則による改正後の奈良市精神障害者医療費助成
事業実施規則の規定は、この規則の施行の日以後に行わ
れた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に
行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前
の例による。

（平成28年12月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則をここ
に公布する。
平成28年12月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第65号

給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則
第１条 給料等の支給に関する規則（昭和41年奈良市規則
第５号）の一部を次のように改正する。
第５条の３第１項第１号中「307,800円」を「308,000

円」に改め、同条第２項の表中
「 「

を

」 」
第36条中「100分の160以下」を「100分の180以下」に、
「100分の37.5以下」を「100分の44.5以下」に改める。
第２条 給料等の支給に関する規則の一部を次のように改
正する。
第36条中「100分の180以下」を「100分の170以下」に、
「100分の44.5以下」を「100分の42以下」に改める。

附 則
（施行期日等）
１ この規則中第１条の規定は公布の日から、第２条の規
定は平成29年４月１日から施行する。
２ 第１条の規定による改正後の給料等の支給に関する規
則（以下この項において「改正後の規則」という。）第
５条の３第１項第１号及び同条第２項の表の規定は平成
28年４月１日から、改正後の規則第36条の規定は同年12
月１日から適用する。
（定義）
３ この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 経過措置額支給特定職員 奈良市一般職の職員の給
与に関する条例等の一部を改正する条例（平成26年奈
良市条例第68号。以下「平成26年改正条例」という。）
附則第７項に規定するものであり、かつ、平成28年４
月１日前に55歳に達したものであって、同項の規定に
よる給料を支給されるものをいう。
⑵ 施行日 奈良市一般職の職員の給与に関する条例及
び奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に
関する条例の一部を改正する条例（平成28年奈良市条
例第52号。以下「平成28年改正条例」という。）の施
行の日をいう。
⑶ 改正後の給与条例 平成28年改正条例第１条の規定
（奈良市一般職の職員の給与に関する条例（昭和32年
奈良市条例第21号。以下「給与条例」という。）第25
条第２項及び附則第21項の改正規定を除く。）による
改正後の奈良市一般職の職員の給与に関する条例をい
う。
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円

307,800

307,800

307,800

307,800

307,800

307,800

307,800

307,800

307,800

307,800

307,800

307,800

307,800

307,800

307,800

307,800

304,500

301,200

297,900

294,600

291,300

277,500

263,500

250,000

236,100

222,400

204,800

187,700

170,400

152,800

134,800

116,500

98,600

72,600

48,300

263,700

250,200

236,300

222,600

205,000

187,900

170,600

153,000

135,000

116,700

98,800

72,800

48,500

に改める。

円

308,000

308,000

308,000

308,000

308,000

308,000

308,000

308,000

308,000

308,000

308,000

308,000

308,000

308,000

308,000

308,000

304,700

301,400

298,100

294,800

291,500

277,700



⑷ 改正前の給与条例 平成28年改正条例第１条の規定
による改正前の奈良市一般職の職員の給与に関する条
例をいう。

（経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例）
４ 経過措置額支給特定職員に対する平成28年４月１日か
ら施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各
号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定（
第６項の規定を除く。）の適用がないものとした場合に
改正後の給与条例の規定（平成26年改正条例附則第７項
の規定を含む。次項において同じ。）により支給される
べき額が、改正前の給与条例の規定（平成26年改正条例
附則第７項の規定を含む。以下この項及び次項において
同じ。）により支給されるべき額に達しない場合は、改
正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当す
る額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。
⑴ 給料
⑵ 地域手当
⑶ 時間外勤務手当
⑷ 休日勤務手当
⑸ 夜間勤務手当
⑹ 期末手当
⑺ 勤勉手当
５ 経過措置額支給特定職員に対する平成28年４月１日か
ら施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与条
例第10条その他の条例等の規定による給与の減額（市長
が定めるものに限る。第８項において「第10条等減額」
という。）に当たっては、この附則の規定（次項の規定
を除く。）の適用がないものとした場合に改正後の給与
条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正
前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額
を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に
係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額
とする。
（平成26年改正条例附則第８項又は第９項の規定による
給料の特例）
６ 平成28年４月１日から施行日の前日までの間において
給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則（平成
27年奈良市規則第51号。以下「平成27年改正規則」とい
う。）附則第３項第２号に掲げる場合に該当した職員に
対する平成26年改正条例附則第８項又は第９項の規定に
よる給料については、平成27年改正規則附則第３項から
第５項までの規定にかかわらず、市長の定めるところに
よる。
７ 平成28年４月１日から施行日の前日までの間において、
経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の
規定による給料月額から給与条例附則第18項第１号に定
める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則
第７項から第９項までの規定による給料の額との合計額
が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条
例附則第18項第１号に定める額に相当する額を減じた額
と平成26年改正条例附則第７項から第９項までの規定に

よる給料の額との合計額に達しないときにおける平成２
７年改正規則附則第６項の規定の適用については、同項
中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
８ 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給
される第４項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給
特定職員に対する第10条等減額の額の算定の基礎となる
場合における平成26年改正条例附則第７項から第９項ま
での規定による給料については、適用しない。
（委任）
９ 前６項までに定めるもののほか、この規則の施行に関
し必要な事項は、市長が定める。

（平成28年12月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部
を改正する規則をここに公布する。
平成28年12月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第66号

奈良市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の
一部を改正する規則

奈良市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（昭和
43年奈良市規則第２号）の一部を次のように改正する。
別表第８中
「 「

を

」 」
附 則

（施行期日等）
１ この規則は、公布の日から施行し、この規則による改
正後の奈良市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
の規定（以下「改正後の規則」という。）は、平成28年
４月１日から適用する。
（昇格時号給対応表の改正に対する経過措置）
２ 平成28年４月１日からこの規則の施行の日の前日まで
の間において、昇格によりその受ける号給に異動のあっ
た職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規
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則による改正前の奈良市職員の初任給、昇格、昇給等に
関する規則（以下「改正前の規則」という。）の規定に
よる号給に達しない職員の、当該異動の日における号給
については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前
の規則の規定による号給とする。
３ この規則の施行の日から平成29年３月31日までの間に
おいて、昇格によりその受ける号給に異動のあった職員
のうち、前項の適用を受ける職員との均衡上必要がある
と認められる職員の、当該適用又は異動の日における号
給については、なお従前の例による。
（委任）
４ 前２項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必
要な事項は、市長が定める。

（平成28年12月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公
布する。
平成28年12月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第67号

奈良市税条例施行規則の一部を改正する規則
奈良市税条例施行規則（昭和46年奈良市規則第15号）の
一部を次のように改正する。
別記第３号様式中「奈良市長 様」を「（宛先）
奈良市長」に、「個人番号又は法人番号」を「法 人 番
号」に改める。
別記第40号様式を次のように改める。
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別記第57号様式及び第58号様式中「（あて先）」を「（宛
先）」に、
「 「

を に改める。
」 」

附 則
（施行期日）
１ この規則は、平成29年１月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈
良市税条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙
は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

（平成28年12月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市火災予防規則の一部を改正する規則をここに公布
する。
平成28年12月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第68号

奈良市火災予防規則の一部を改正する規則
奈良市火災予防規則（昭和37年奈良市規則第13号）の一
部を次のように改正する。
第20条を第22条とし、第19条の次に次の２条を加える。
（公表の対象となる防火対象物及び違反の内容）
第20条 条例第59条の２第３項の公表の対象となる防火対
象物は、令別表第１（１）項から（４）項まで、（５）
項イ、（６）項、（９）項イ、（16）項イ、（16の２）項及
び（16の３）項に掲げる防火対象物で、法第17条第１項
の政令で定める技術上の基準又は同条第２項の規定に基
づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、
スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなけ
ればならないもののうち、法第４条第１項に規定する立
入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていな
いと認められたものとする。
２ 条例第59条の２第３項の公表の対象となる違反の内容
は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラ
ー設備又は自動火災報知設備が設置されていないことと
する。
（公表の手続）
第21条 条例第59条の２第１項の規定による公表は、前条
第１項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過し
た日において、なお当該立入検査の結果と同一の違反の
内容が認められる場合に、市ホームページへの掲載によ
り行うものとする。
２ 前項の規定による公表は、前条第２項に規定する違反
が是正されたと認められるまでの間、行うものとする。
３ 第１項に規定する方法により公表する事項は、次に掲
げるものとする。
⑴ 前条第２項に規定する違反が認められた防火対象物
の名称及び所在地

⑵ 前条第２項に規定する違反の内容（当該違反が認め
られた防火対象物の部分を含む。）

⑶ その他消防長が必要と認める事項
附 則

この規則は、平成29年４月１日から施行する。
（平成28年12月28日掲示済）

告 示
奈良市告示第770号
奈良市財政状況の公表に関する条例（昭和61年奈良市条
例第２号）の規定により、平成28年９月30日現在の本市の
財政状況を次のとおり公表します。
平成28年12月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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（平成28年12月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第771号
地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の２第
１項の規定により、平成28年４月１日から平成28年９月30
日までの間における奈良市公営企業の業務状況を次のとお
り公表します。
平成28年12月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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